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(57)【要約】
【課題】保存安定性に優れたパンクシーリング剤を提供する。
【解決手段】少なくとも、合成ゴムラテックスと、水溶性の液劣化防止剤と、を含有する
パンクシーリング剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、合成ゴムラテックスと、水溶性の液劣化防止剤と、を含有するパンクシー
リング剤。
【請求項２】
　前記液劣化防止剤が、２５℃（または２０℃）・１気圧下において水１００ｇに０．１
ｇ以上溶解する請求項１に記載のパンクシーリング剤。
【請求項３】
　前記液劣化防止剤が、カテキン、亜硫酸塩およびエリソルビン酸塩の少なくとも１種を
含む請求項１または２に記載のパンクシーリング剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンクしたタイヤをシールする際に使用されるパンクシーリング剤に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、種々のパンク修理用のパンクシーリング剤を市場で入手することができる。これ
らのパンクシーリング剤は液状であり、一般的には車内またはトランクルーム等に備えら
れ、万が一のパンク発生時にのみ使用されるものである。このため、実際に使用されるま
での間、液の劣化を抑制するために、パンクシーリング剤の老化防止、劣化防止を行う必
要がある。
【０００３】
　パンクシーリング剤の劣化を抑制するためには、劣化防止剤を添加する方法が考えられ
る。しかし、通常の劣化防止剤は、例えば固化したゴム等の完成物の劣化を防止するため
に、原料成分のエマルション等に添加されるものであり（例えば、非特許文献１参照）、
前記シーリング剤そのものの劣化を防止するためのものではなかった。即ち、完成物に用
いられるエマルションは、通常完成物を製造する直前に作製されるものであり、このよう
なエマルションの劣化は考慮の対象ではなかった。
【０００４】
　一方、パンクシーリング剤は、その保存期間中液状で保存されるものであるので、その
液劣化を防止することが重要である。すなわち、長期間保存しても凝固せず、パンクシー
ル速度などのパンクシール性も低下しないことが望まれる。
　特に、ゴムラテックスを含む前記パンクシーリング剤の保存性に関しては、パンクシー
リング剤を樹脂製のボトルに入れて保存することが多い。しかし、この場合原因は明らか
でないが、長期保存後パンクシーリング性が低下してしまう場合があった。
【０００５】
　上記問題に対して、合成ゴムラテックスと液劣化防止剤とを用いたパンクシーリング剤
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００８／１４２９６７号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】国沢新太郎、「エマルション・ラテックスハンドブック」、初版（１９
８２）、大成社、ｐ．４２５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　一般に、液劣化防止剤は適用する系に均一に分散させることが必要であるが、パンクシ
ーリング剤はゴムラテックスを含む液状物であるため、酸化防止剤等の液劣化防止剤をパ
ンクシーリング剤中に分散させることは困難である。これに対し、前記パンクシーリング
剤は、合成ゴムラッテクスを構成する分散媒質中に、界面活性剤等の乳化剤を用いて液劣
化防止剤を安定的に分散させることで、パンクシーリング剤の酸素存在下での保存におい
ても酸化防止効果等を発揮させている。しかし、前記パンクシーリング剤は、非水溶性の
液劣化防止剤を用いるため、パンクシーリング剤に液劣化防止剤を分散させるためには、
予め乳化剤と共に合成ゴムラテックスに配合する必要があり製造に工数を要していた。
【０００９】
　以上から、本発明は、保存安定性に優れたパンクシーリング剤を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
＜１＞　少なくとも、合成ゴムラテックスと、水溶性の液劣化防止剤と、を含有するパン
クシーリング剤。
【００１１】
　本発明のパンクシーリング剤は、水溶性の液劣化防止剤を含み、当該液劣化防止剤は合
成ゴムラテックス中の分散媒質中に溶解している。このため、前記分散媒中の酸素分子に
よる合成ゴムの酸化を効果的に抑制することができる。これにより、保存時におけるパン
クシーリング剤の酸化による経時劣化が防止されるため、本発明のパンクシーリング剤は
、優れた保存安定性を発揮することができる。
【００１２】
＜２＞　前記液劣化防止剤が、２５℃（または２０℃）・１気圧下において水１００ｇに
０．１ｇ以上溶解する前記＜１＞のパンクシーリング剤である。
【００１３】
　本発明のパンクシーリング剤は、２５℃（または２０℃）・１気圧下において水１００
ｇに０．１ｇ以上溶解する液劣化防止剤を用いることで、液劣化防止剤が合成ゴムラテッ
クス中の分散媒質中に溶解しやすくすることができる。
【００１４】
＜３＞　前記液劣化防止剤が、カテキン、亜硫酸塩およびエリソルビン酸塩の少なくとも
１種を含む前記＜１＞または＜２＞のパンクシーリング剤である。
【００１５】
　本発明のパンクシーリング剤は、前記液劣化防止剤として、カテキン、亜硫酸塩および
エリソルビン酸塩の少なくとも１種を用いることで、効果的に液劣化防止剤の保存安定性
を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、保存安定性に優れたパンクシーリング剤を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明のパンクシーリング剤は、少なくとも、合成ゴムラテックスと、水溶性の液劣化
防止剤とを含有する。
【００１８】
　通常、パンクシーリング剤は、ゴムラテックスと各種配合剤とを混合して作製された後
、ポリプロピレンやポリエチレン等の樹脂製のボトル中で保存されることが多い。しかし
この場合、前記樹脂製のボトルは酸素を透過するため、ボトル中でパンクシーリング剤が
数ヶ月保存されるとゴム成分が酸化・変質したり、パンクシーリング剤が劣化等してゲル
化してしまうことが判明した。この場合、原因は明らかでないが、パンクシーリング性が
低下することから、十分な保存安定性が確保することが困難であった。
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【００１９】
　本願発明者は、特にパンクシーリング剤のゴム成分の酸化・変質がパンクシーリング剤
の液体成分中に溶解している酸素分子がゴム成分の酸化・変質の原因の一つであることを
見出した。係る観点からすると、液劣化防止剤はパンクシーリング剤中に均一に存在して
いることが好ましくなるが、従来の非水溶性の液劣化防止剤を用いた場合には、乳化剤等
を用いて分散させる必要があり、製造工程が煩雑になる一因となっている。
【００２０】
　これに対し、本発明のパンクシーリング剤は、水溶性の液劣化防止剤を含むことにより
、合成ゴムラテックスの分散媒質等に溶解させることができるため、容易に液劣化防止剤
をパンクシーリング剤中に均一に存在させることができる。このため、乳化剤を用いて液
劣化防止剤を安定的に分散させるよりも容易にパンクシーリング剤の全域にわたって効果
的に合成ゴムの酸化を防止することができる。このように合成ゴムの酸化が抑制されると
合成ゴムの柔らかさが維持され、保存後においてもシール性能の低下を抑制することがで
きるため、本発明のパンクシーリング剤は優れた保存安定性を発揮することができる。
【００２１】
　また、パンクシーリング剤に含まれる合成ゴムラテックスを構成する分散媒質中に、界
面活性剤等の乳化剤を用いて液劣化防止剤を安定的に分散させた場合、液劣化防止剤とし
て通常の固体状態のゴムや樹脂等に対して使用する量の酸化防止剤等を添加すると、ゴム
ラテックスの貯蔵安定性等が低下する傾向が見られた。この原因は明らかではないが、ゴ
ムラテックス粒子形成にも界面活性剤を用いているため、乳化状態の液劣化防止剤とラテ
ックス粒子との間で、界面活性剤の交換が起こり、これによりラテックス粒子同士の反発
力が低下し凝集、硬化等が発生しているものと考えられる。
【００２２】
　しかし、本発明のパンクシーリング剤は界面活性剤を用いて液劣化防止剤を分散させる
必要がないことから、乳化状態の液劣化防止剤とラテックス粒子との間で、界面活性剤の
交換が起こり、これによりラテックス粒子同士の反発力が低下して、凝集、硬化等が発生
することがない。
【００２３】
　以下、本発明のパンクシーリング剤を構成に沿って説明する。
（合成ゴムラテックス）
　本発明のパンクシーリング剤は合成ゴムラテックスを含有する。合成ゴムラテックスと
しては、種々のラテックスを使用することができるが、より良好なシール性を確保する観
点から、ＳＢＲ（スチレン・ブタジエンゴム）ラテックス、ＮＢＲ（アクリロニトリル・
ブタジエンゴム）ラテックス、ＭＢＲ（ブタジエン・メタクリル酸共重合ゴム）ラテック
ス、ＢＲ（ブタジエンゴム）ラテックス、カルボキシル変性ＮＢＲラテックス、およびカ
ルボキシル変性ＳＢＲラテックスからなる群より選択される少なくとも１種とすることが
好ましい。合成ゴムラテックスは、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２４】
　合成ゴムラテックスは、一般に乳化重合により得られ、分散媒質中に分散するポリマー
粒子に加え、これらを分散させる分散剤や、乳化剤、安定剤、増粘剤等を含む。
　なお、前記分散媒質は基本的に水性媒体であり、該水性媒体は、水を含む溶液である。
ここで「水」とは、蒸留水、イオン交換水、超純水等、精製した水を意味する。
【００２５】
　パンクシーリング剤の全量に対する合成ゴムラテックスの含有量は特に限定されないが
、良好なパンクシーリングを保つ観点から、パンクシーリング剤全量に対して、例えば、
５～３０質量％が好ましく、１０～２０質量％が更に好ましい。
【００２６】
（水溶性の液劣化防止剤）
　本発明のパンクシーリング剤には水溶性の液劣化防止剤が含まれる。前記液劣化防止剤
は水溶性であれば、特に制限されず、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、安定剤な
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どを用いることができるが、特に酸化防止剤を用いることが好適である。ここで、本発明
における「液劣化防止剤」とは、パンクシーリング剤（液）の劣化（パンクシーリング材
中の合成ゴムの変質）を抑制することのできる老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、
安定剤などを意味する。また「水溶性」とは、水に可溶なことを意味し、好ましくは２５
℃（または２０℃）・１気圧下において水１００ｇに０．１ｇ以上溶解することを意味し
、更に２５℃（または２０℃）・１気圧下において水１００ｇに１ｇ以上溶解することが
好ましく、１０ｇ以上溶解することが特に好ましい。また、水溶性の液劣化防止剤として
酸化防止剤を例に挙げて説明する。
【００２７】
　水溶性の酸化防止剤としては、水溶性を有し、合成ゴムラテックスの酸化による変質を
防止できるものであれば特に限定はないが、このような酸化防止剤としては、公知の水溶
性酸化防止剤を適用できる。好適な水溶性酸化防止剤としては、例えば、アスコルビン酸
またはアスコルビン酸誘導体またはそれらの塩；エリソルビン酸またはエリソルビン酸塩
、または、ポリフェノール類（フラボノイド類（例えば、カテキン、アントシアニン、フ
ラボン配糖体、イソフラボン配糖体、フラバン配糖体、フラバノン、ルチン配糖体）、フ
ェノール酸類（クロロゲン酸、エラグ酸、没食子酸、没食子酸プロピル）、リグナン配糖
体類、クルクミン配糖体類、クマリン類、等が挙げられる。）、亜硫酸塩を挙げることが
できる。
　本発明における水溶性酸化防止剤としては、カテキン、亜硫酸塩、エリソルビン酸塩が
、酸化防止効果が大きいことから好ましい。
【００２８】
　前記カテキンとしては、水溶性を付加したカテキン類（例えば、配糖体にしたもの、デ
キストリンで包埋したもの）等を用いることができる。カテキンは、茶抽出物の成分であ
り、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレー
トが挙げられるが、本発明においては、何れのカテキンを使用してもよい。本発明におい
ては、茶抽出物より単離したカテキンを使用することができるが、カテキンを含有する茶
抽出物を使用することもできる。前記水溶性のカテキンとしては、例えば、市販品のエピ
カテキン（和光純薬工業（株）製）を用いることができる。例えば前記エピカテキンの水
への溶解度は１．６ｇ／１００ｍｌ（２５℃）である。
【００２９】
　前記亜硫酸塩としては、水溶性の亜硫酸塩を用いることができ、例えば、アンモニウム
分子や一価の金属原子を含む亜硫酸塩を挙げることができる。本発明における水溶性の亜
硫酸塩としては、例えば、亜硫酸アンモニウム、亜硫酸リチウム、亜硫酸ナトリウム、亜
硫酸カリウム、亜硫酸水素アンモニウム、亜硫酸水素リチウム、亜硫酸水素ナトリウム、
亜硫酸水素カリウム等が挙げることができ、酸化防止能や取り扱い性の観点から、亜硫酸
ナトリウムが好ましい。例えば、亜硫酸ナトリウムの水への溶解度は２２ｇ／１００ｍｌ
（２０℃）である。
【００３０】
　エリソルビン酸塩としては、水溶性のエリソルビン酸を用いることができる。このよう
なエリソルビン酸塩としては、例えば、エリソルビン酸ナトリウム、エリソルビン酸カリ
ウム、エリソルビン酸カルシウム等が挙げられ、エリソルビン酸ナトリウムが好ましい。
例えば、エリソルビン酸ナトリウムの水への溶解度は１６ｇ／１００ｍｌ（２５℃）であ
る。
【００３１】
　前記水溶性の液劣化防止剤、さらに必要に応じて添加される成分との組み合わせを、合
成ゴムラテックスに混入することは、公知の方法により行うことができる。また、これら
の成分を例えば一定以上の濃度で含むマスターバッチの状態で添加しても良い。更に、前
記液劣化防止剤を、パンクシーリング剤中の水系成分に溶解してから、有機系の材料を混
入していくことが好ましい。
【００３２】
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　水溶性の液劣化防止剤のパンクシーリング剤中の全量に対する含有量は、製造工程に要
する時間、保存安定性、および、パンクシーリング剤のシール性の観点から、０．０１～
１２質量％の範囲とすることが好ましく、２～１０質量％の範囲とすることがより好まし
く、５～８質量％の範囲とすることがさらに好ましい。
【００３３】
（凍結防止剤）
　本発明のパンクシーリング剤は、凍結防止剤を含有することが好ましい。凍結防止剤と
しては、特に限定されず、エチレングリコール、プロピレングリコール等のグリコール類
を用いることがこのましい。このような凍結防止剤の含有量は、パンクシーリング剤全量
に対して、１０～５０質量％の範囲であることが好ましい。凍結防止剤の含有量が以上の
範囲内であると、低温での凍結防止性に優れ、ゴムラテックス量に対してグリコール量が
適量であり、パンク補修時のシール特性を向上させることができる。
【００３４】
　本発明のパンクシーリング剤では、希薄化のために、水を含有させることができる。さ
らにパンクシーリング剤に、通常の分散剤、乳化剤、発泡安定剤、またはアンモニア、苛
性ソーダ等のｐＨ調整剤を添加してもよい。
【００３５】
（樹脂系エマルション）
　また、本発明のパンクシーリング剤は、シール性を向上させるために、樹脂系エマルシ
ョンを含有することが好ましい。樹脂系エマルションとしては、植物由来の樹脂を用いた
もの（例えば、ロジン酸エステル樹脂、トール油エステル樹脂、テルペンフェノール等の
テルペン樹脂など）や、変性フェノール樹脂、石油樹脂などの合成樹脂を用いたものなど
を使用することができる。
【００３６】
　この中でも、特に、ロジン系樹脂またはフェノール系樹脂を用いたエマルションが、強
度向上効果が大きいため好適に用いることができる。これらの樹脂系エマルションは安定
性の面からノニオン系の界面活性剤を乳化剤として用いたものが好ましい。アニオン系界
面活性剤やカチオン系界面活性剤を主乳化剤として用いた場合、凍結防止剤の混合により
不安定化しエマルションが壊れてしまうことがある。
【００３７】
　前記樹脂エマルションまたはフェノール樹脂エマルションは、シール性の観点から、パ
ンクシーリング剤中に固形分で１～１５質量％含有させることが好ましく、２～１２質量
％含有させることがより好ましく、３～９質量％含有させることがさらに好ましい。
【００３８】
（未変性ＳＢＲ）
　本発明のパンクシーリング剤は、さらに、シール性や液安定性（ゲル化防止）の観点か
ら、未変性ＳＢＲを５～４０質量％含むことが好ましく、８～３５質量％含むことがより
好ましく、１０～３０質量％含むことがさらに好ましい。
【００３９】
（パンクシーリング剤の物性）
　本発明のパンクシーリング剤の粘度は、実際の使用条件として想定される条件（６０℃
～－３０℃）において、３～６０００ｍＰａ・ｓの範囲であること好ましい。
　３ｍＰａ・ｓ未満では、粘度が低すぎてバルブへの注入時に液漏れが発生することがあ
る。６０００ｍＰａ・ｓを超えると、注入時の抵抗が強くなって注入容易性が低下する場
合があり、また、タイヤ内面への広がりも十分でなく、高いシール性が得られない場合が
ある。なお、当該粘度は、Ｂ型粘度計等により測定することができる。
【００４０】
　以上のようなパンクシーリング剤によるパンクの修理方法としては、公知の方法を適用
することができる。すなわち、まず、パンクシーリング剤が充填された容器をタイヤのバ
ルブ口に差し込み、適量を注入する。その後、パンクシーリング剤がタイヤ内面に広がり
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パンク穴をシールできるようにタイヤを回転させればよい。
【００４１】
　また、本発明のパンクシーリング剤は、種々の空気入りタイヤのパンク修理に適用する
ことができる。例えば、自動車用タイヤ、二輪車用タイヤ、一輪車用タイヤ、車いす用タ
イヤ、農地作業や庭園作業に使用する車両用タイヤ等が挙げられる。
【００４２】
　以上の本発明のパンクシーリング剤そのものは、種々のポンプアップ装置、例えば燃料
ガスとしてプロパン・ブタン混合ガスを含むスプレー缶を用いてタイヤの内部に導入され
てタイヤを再膨張させうる。
【実施例】
【００４３】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。
＜実施例１＞
（パンクシーリング剤の作製）
　下記（１）～（４）の各成分を混合し、パンクシーリング剤を調製した。尚、混合順は
（１）に対して、（４）、（３）および（２）の順で加え、残量は（５）蒸留水で調整し
た。
【００４４】
（１）ＳＢＲラテックス（固形分量：１５質量％）
（２）プロピレングリコール：４５質量％
（３）ロジン酸エステル樹脂エマルション（固形分：５質量％）
（４）酸化防止剤としてカテキン（シーリング剤中の酸化防止剤：０．００５質量％）
【００４５】
＜実施例２～１２＞
　実施例１のパンクシーリング剤の作製において、酸化防止剤を、表１に示した酸化防止
剤とし、各々表中の配合量用いた以外は、同様にしてパンクシーリング剤を作製し、同様
の評価を行なった。
【００４６】
＜比較例１＞
（パンクシーリング剤の作製）
　水１００質量部に対し、酸化防止剤としてモノフェノール系酸化防止剤Ｂ（スチレン化
フェノール）３０質量部、および界面活性剤としてオレイン酸ナトリウム：３質量部を配
合し、ホモジナイザーにより分散して、乳化酸化防止剤１を調製した。
【００４７】
　次に、下記（１）、（２）、（３）に示す各成分を混合し、これに（４）の乳化酸化防
止剤を加えて、パンクシーリング剤を作製した。なお、混合順は、（１）に対して（３）
、（２）、（４）の順で加え、残量は蒸留水にて調整した。
【００４８】
（１）ＳＢＲラテックス（固形分量：１５質量％）
（２）プロピレングリコール：４５質量％
（３）ロジン酸エステル樹脂エマルジョン（固形分：５質量％）
（４）乳化酸化防止剤１（シーリング剤中の酸化防止剤の固形分量：２質量％）
【００４９】
＜比較例２～５＞
　比較例１のパンクシーリング剤の作製において、酸化防止剤としてモノフェノール系酸
化防止剤Ｂの代わりに、表２に示した酸化防止剤を各々表中の配合量として用いた以外は
、同様にしてパンクシーリング剤を作製し、同様の評価を行なった。
【００５０】
　なお、表中の各酸化防止剤としては、以下のものを用いた。
・モノフェノール系酸化防止剤Ｂ：スチレン化フェノール（三光株式会社製ＴＳＰ）
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・ビスフェノール系酸化防止剤Ｃ：ＢＢＭＴＢＰ（川口化学工業株式会社製）
・チオビスフェノール系酸化防止剤Ｆ：ＴＢＭＴＢＰ（川口化学工業株式会社製）
・有機イオウ系酸化防止剤Ｇ：ＤＬＴＤＰ（川口化学工業株式会社製）
・アミン系酸化防止剤Ｈ：ＤＤＡ（川口化学工業株式会社製）
・カテキン：エピカテキン（和光純薬工業（株）製）
（水への溶解度は１．６ｇ／１００ｍｌ（２５℃））
・亜硫酸ナトリウム：亜硫酸ナトリウム（関東化学（株）製）
（水への溶解度は２２ｇ／１００ｍｌ（２０℃））
・エリソルビン酸ナトリウム：エリソルビン酸ナトリウム一水和物（関東化学（株）製）
（水への溶解度は１６ｇ／１００ｍｌ（２５℃））
【００５１】
（評価）
　作製したパンクシーリング剤について、下記の評価項目の評価を行った。
【００５２】
・製造時間
　比較例１においてパンクシーリング剤の調製に要した時間を１００とし、これに対する
指数として各実施例および比較例のパンクシーリング剤の調製に要した時間を示した。数
値が小さい程パンクシーリング剤の調製に要する時間が短いことを示す。
【００５３】
・保存性：
　作製したパンクシーリング剤をポリプロピレン製のボトルに入れ、雰囲気温度８０℃に
て保存した。保存後、ゲル化物が存在するか目視し、ゲル化物が発生したときの日数から
、以下のランク基準により保存性を評価した。
【００５４】
６：１０１日以上安定していた。
５：９１～１００日でゲル化が認められた。
４：８１～９０日でゲル化が認められた。
３：６１～８０日でゲル化が認められた。
２：４１～６０日でゲル化が認められた。
１：４０日以内にゲル化が認められた。
【００５５】
・パンクシール性：
　２０５／５５Ｒ１６のタイヤに直径２．３ｍｍのドリル穴をあけ、作製したパンクシー
リング剤を４５０ｍｌ注入して、タイヤ内圧０．２ＭＰａまで昇圧して車に装着した。そ
の後、６０ｋｍ／ｈ以下で車を走行させ、以下の基準によりパンクシール性を判断した。
【００５６】
Ａ：１０ｋｍ未満走行で内圧低下が０になり完全硬化したもの。
Ｂ：１０ｋｍ以上走行後に内圧低下が０になり完全硬化した。
Ｃ：１０ｋｍ以上走行後でも内圧が低下し、修理部分から空気漏れがあると判断される。
　以上の評価を、パンクシーリング剤作製直後（初期）と、前記保存性確認後（保存後）
のものについて行った。
　以上の結果を表１にまとめて示す。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
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【表２】

【００５９】
　表１～２の結果に示すように、実施例１～１２および比較例１～５のパンクシーリング
剤は、初期および放置後でもパンクシール性および保存性のいずれも良好な結果が得られ
た。一方、同量の酸化防止剤を用いた実施例２，６および１０と比較例１～５とを比較す
ると、水溶性の液劣化防止剤（酸化防止剤）を用いた実施例はいずれも保存性に優れてい
た。また、実施例のシール性（保存後）の結果に着目すると水溶性の液劣化防止剤の総添
加量が７質量％付近において特に優れた効果を発揮していることがわかる。
　更に、製造時間に関しては、乳化剤を用いて酸化防止剤を分散させた比較例に対し、実
施例のパンクシーリング剤の製造時間は２割以上短縮されていた。これは、本願における
液劣化防止剤（酸化防止剤）が水溶性であることから、乳化によってパンクシーリング剤
中に分散させる必要がなく、単にパンクシーリング剤中に溶解させればよいためである。
しかし、実施例のパンクシーリング剤は、製造時間が短縮されていても比較例と同等以上
の効果を奏していることがわかる。
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